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○吉岡町成年後見制度利用支援事業実施要綱 

平成２４年３月２２日 

訓令第１４号 

（目的） 

第１条　この要綱は、吉岡町長（以下「町長」という。）が、老人福祉法（昭和３８年法

律第１３３号）第３２条、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第２８条及び

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第５１条の１

１の２の規定に基づき、民法（明治２９年法律第８９号）第７条、第１１条、第１３条

第２項、第１５条第１項、第１７条第１項、第８７６条の４第１項又は第８７６条の９

第１項に規定する審判の請求（以下「審判請求」という。）を行う場合の手続等につい

て定めるとともに、介護保険サービス又は障害者福祉サービス（以下これらを「福祉サ

ービス」という。）の適切な利用の観点から、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害

者（以下これらを「要支援者」という。）の成年後見制度の利用を支援することにより、

要支援者がその有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる環境整備の

実現に資することを目的とする。 

（町長による審判請求の対象者） 

第２条　町長による審判請求の対象者は、要支援者のうち次の各号のいずれにも該当する

者であって、審判請求の対象者本人（以下「本人」という。）、本人の配偶者及び２親

等以内の親族（以下「親族等」という。）による審判請求が見込まれないものとする。

ただし、親族等以外の者による審判請求が見込まれるときは、この限りでない。 

(1)　次のいずれかに該当する者 

ア　吉岡町（以下「町」という。）に居住し、かつ、住民基本台帳法（昭和４２年法

律第８１号）の規定により町の住民基本台帳に記録されている者（介護保険法（平

成９年法律第１２３号）第１３条の規定により他の市町村の被保険者である者、老

人福祉法第１０条の４第１項、知的障害者福祉法第１５条の４又は身体障害者福祉

法（昭和２４年法律第２８３号）第１８条第１項の規定により他の市町村が居宅の

措置を採っている者、老人福祉法第１１条第１項、知的障害者福祉法第１６条第１

項第２号又は身体障害者福祉法第１８条第２項の規定により他の市町村が本町内

の施設等に入所の措置を採っている者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第１９条の規定により他の市町

村が支給決定を行っている者又は生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定

により都道府県知事その他市町村長が保護を実施している者を除く） 

イ　介護保険法第１３条の規定による町の被保険者 

ウ　老人福祉法第１０条の４第１項、知的障害者福祉法第１５条の４又は身体障害者

福祉法第１８条第１項の規定により町が居宅の措置を採っている者 

エ　老人福祉法第１１条第１項、知的障害者福祉法第１６条第１項第２号又は身体障

害者福祉法第１８条第２項の規定により町が他市町村の施設等に入所の措置を採

っている者 

オ　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第１９条の規定に

より町が介護給付費等の支給決定を行っている者 

カ　アからオまでに掲げるもののほか、町長による審判請求を行うことが適当である

と認める者 

(2)　次のいずれかに該当する者 

ア　本人、親族等による審判請求が見込まれないもの 
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イ　親族等が後見、保佐、補助開始等の審判請求を拒否している者 

ウ　親族等があっても虐待、財産の侵害等の事実がある者 

エ　親族等が音信不通の状態にある者 

オ　審判請求の急を要すると町長が判断する者 

（町長による審判請求の検討事項） 

第３条　町長は、審判請求を行うに当たり、次に掲げる事項を総合的に検討するものとす

る。 

(1)　本人の事理を弁識する能力の程度 

(2)　本人の親族等の存否及び親族等による本人保護の可能性 

(3)　本人又は親族等が審判請求を行う見込み 

(4)　町又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果 

(5)　前各号に掲げるもののほか、本人の福祉を図るために検討すべき事項 

（町長による審判請求の決定） 

第４条　町長による審判請求に関する決定は、町長が行う。 

（町長による審判請求の手続） 

第５条　町長による審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本

人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。 

（町長による審判請求に要する費用の負担） 

第６条　町長は、家事事件手続法（平成２３年法律第５２号）第２８条第１項の規定によ

り、町長による審判請求に要する費用を負担する。 

（町長による審判請求費用の求償） 

第７条　町長は、町長による審判請求に係る費用に関し、本人が負担すべき事情があると

判断したときは、町長が負担した審判請求に係る費用の求償権を得るため、家事事件手

続法第２８条第２項に規定する費用の負担を命ずる審判（以下「費用負担審判」という。）

を促す上申を当該審判を管轄する家庭裁判所に対して行うものとする。 

２　前項の規定による上申により本人に対して費用負担審判がなされた場合、町長は、本

人に対し、費用負担審判がなされた価額の審判請求に係る費用を、審判請求に係る費用

の求償請求書（様式第１号）により求償するものとする。 

（町長による審判請求に係る後見人等の報酬費用の助成） 

第８条　町長は、町長による審判請求に対する審判により成年後見人、後見監督人、保佐

人、保佐監督人、補助人又は補助監督人（以下これらを「後見人等」という。）が選任

された場合であって、後見人等への報酬付与の審判があった日に、本人が第２条第１号

に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する

ときは、後見人等の報酬費用の全部又は一部を助成することができるものとする。ただ

し、後見人等への報酬費用の助成額は、家庭裁判所が決定する報酬付与の審判の額の範

囲内とし、かつ、別表に定める対象者の居住場所の区分に応じ、同表に定める額を上限

とする。 

(1)　生活保護受給者 

(2)　住民税非課税世帯の者で、年間収支予定を計算し、預貯金の残額が６０万円以下の

もの 

(3)　前２号に掲げるもののほか、町長が本人の経済状況により特に必要があると認める

者 

（町長以外の者による審判請求に係る費用及び報酬費用の助成） 
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第９条　町長は、町長以外の者による審判請求に対する審判により後見人等が選任された

場合であって、審判請求の日に本人が第２条第１項に掲げる要件のいずれかに該当し、

かつ、前条各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該審判請求に係る費用の

全部又は一部を助成することができる。 

２　前項に記載された場合であって、報酬付与審判の日に本人が第２条第１項に掲げる要

件のいずれかに該当し、かつ、前条各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、後

見人等の報酬費用の全部又は一部を助成することができる。 

３　前条ただし書の規定は、前項の規定による後見人等への報酬費用の助成金に準用する。 

（審判請求費用及び報酬費用の助成申請等） 

第１０条　前条第１項の審判請求に係る費用又は第８条及び前条第２項の報酬費用の助成

を受けようとするときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により申請す

るものとする。 

(1)　前条第１項の審判請求に係る費用の助成の申請　本人（本人の後見人等を含む。次

号において同じ。）又は前条第１項の審判請求に係る費用を負担した者が成年後見制

度利用支援事業助成金（審査請求費用）交付申請書（様式第２号）に関係書対を添え

て町長に提出する方法 

(2)　第８条及び前条第１項の報酬費用の助成の申請　本人が成年後見制度利用支援事

業助成金（後見人等報酬費用）交付申請書（様式第３号）に関係書類を添えて町長に

提出する方法 

２　町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、助成金の額を

決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）に

より申請者に通知の上、申請者が指定した口座に助成金を振り込むものとする。 

３　後見人等報酬に係る助成金の交付は報酬付与の審判を受けた期間に係る報酬額（１２

月分の報酬額を限度とする。）１年度につき１回限りとする。ただし、特別の事情があ

ると認められる場合は、１年度につき２回交付することができる。 

（助成金の返還） 

第１１条　町長は、前条に規定する申請に偽りその他不正な手段があると認め、又は後見

人等による不適切な行為があったと認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り

消し、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が公布されているときは、当該助成金の

返還を命ずることができる。 

２　町長は、法定後見人への報酬費用の前年度助成金が翌年度まで繰り越されている場合

は、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第１２条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附　則 

１　この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

２　吉岡町成年後見制度に係る町長による審判の請求手続等に関する要綱（平成１８年吉

岡町訓令第９号）は、廃止する。 

附　則（平成２４年訓令第５４号） 

この訓令は、平成２５年１月１日から施行する。 

附　則（平成２８年訓令第２０号） 

（施行期日） 

１　この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２　行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこ

の訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請

に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

３　この訓令の施行の際、この訓令による改正前の吉岡町成年後見制度利用支援事業実施

要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

附　則（平成３１年訓令第３７号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附　則（令和２年訓令第３６号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附　則（令和３年訓令第３９号） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附　則（令和６年訓令第５３号） 

この訓令は、公布の日から施行し、同日以後に審判請求をした審判請求費用について適

用する。 

附　則（令和８年訓令第１号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

別表（第８条、第９条関係） 
 対象者の居住場所 助成金基準額（月額）
 在宅 ２８，０００円
 施設 １８，０００円
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様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第１０条関係） 

様式第３号（第１０条関係） 

様式第４号（第１０条関係） 


